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熊本北合志警察署協議会
熊本北合志警察署総務課

今年の活動の重点は？

(1) 歩行者の交通事故防止対策

警察庁公式ＹｏｕＴｕｂｅ

(2) 歩行者の交通ルール遵守の徹底 反射材の活用

ハイビームの活用

(2)運転者の歩行者優先意識の徹底とながらスマホの防止対策

(6)後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用

とチャイルドシートの正しい 使用の徹底

(7)二輪車の交通事故防止対策

(1)夕暮れ時以降の交通事故を防止する取組

(3)飲酒運転の根絶 (4)妨害運転等の防止対策

(5)高齢運転者の交通事故防止対策



性暴力被害者のためのサポートセンター

                      『ゆあさいどくまもと』

２４時間ホットライン　０９６－３８６－５５５５

　　　　　　　　　　 今年も管内のあちらこちらで花を咲か
　　　　　　　　　せました。
　　　　　　　　　熊本北合志警察署と警察署協議会では
                   今後もひまわりを育てることを通じて、
                   命の大切さと被害者支援活動への理解
                　 を深める取組を続けていきます。
 

R６.８月末の熊本県下・北合志警察署管内の

犯罪情勢をお知らせします 数値は暫定数（ ）内

(1)自転車利用者の乗車用ヘルメット着用と安全確保

(2)自転車の交通ルール遵守の徹底と新たなルール（ながらス

マホ及び酒気帯び運 転の禁止の厳格化）の周知
(3)特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット

着用と交通ルール遵守の徹底


